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ま
ち
づ
く
り
に
ご
意
見
を

　

市
で
は
、
平
成
32
年
度
を
初
年
度
と
す
る
新
た
な
総
合
計
画
を

策
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
反
映
さ

せ
る
た
め
、
計
画
案
の
審
議
を
行
う
桐
生
市
総
合
計
画
審
議
会
市

民
委
員
の
募
集
、
市
民
提
言
の
募
集
お
よ
び
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
企
画
課
企
画
担
当
（
☎
内
線
５
２
５
）
へ
。

　インキュベーションオフィス（創業者入居支援施
設）は、起業に関心のある人や新たな分野の事業化
を目指す人を支援するためのビジネス拠点で、貸し
オフィスと専門家による経営支援を行っています。
　問い合わせは、産業政策課産業政策係（☎内線
584）へ。
入居者を募集
　貸しオフィスには、机や椅子、電話、高速インタ
ーネット回線を完備し、すぐに仕事を始めることが
できます。入居を希望する人は、産業政策課産業政
策係（☎内線584）へご相談ください。
起業に関する相談
　専門家による経営支援として、起業や事業化など
ビジネスに関する相談に応じています。
　次のような相談がある人は、お気軽にお越しくだ
さい。
●起業に関心がある
●新しく事業を始めたい
●事業が思うように進まない
期日＝毎週月曜日・水曜日
時間＝午前９時～午後５時
申し込み＝インキュベーションオフィス（☎30‐3690）へ。

インキュベーション
オフィスでは
起業を応援します

桐
生
市
総
合
計
画
審
議
会

市
民
委
員
の
募
集

　
市
民
の
代
表
と
し
て
審
議
会
に

参
加
し
、
意
見
や
提
言
な
ど
を
述

べ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
審
議
会
は
、

市
民
委
員
の
ほ
か
、
有
識
者
や
各

種
団
体
か
ら
選
出
さ
れ
た
委
員
で

構
成
し
ま
す
。

▼
応
募
要
件

　
市
内
に
１
年
以
上
居
住
し
、
平

成
30
年
４
月
１
日
現
在
で
18
歳
以

上
の
人
（
高
校
生
を
除
く
）
で
、

会
議
に
出
席
で
き
る
人

▼
応
募
内
容

①
論
文
の
提
出

テ
ー
マ
＝
「
人
口
減
少
社
会
に
お

け
る
こ
れ
か
ら
の
桐
生
の
ま
ち
づ

く
り
」

内
容
＝
本
格
的
な
人
口
減
少
社
会

が
到
来
し
、
今
後
も
そ
の
傾
向
が

続
く
と
見
込
ま
れ
る
中
、
自
立
的

で
持
続
的
な
発
展
を
目
指
し
、
こ

れ
か
ら
の
桐
生
市
は
ど
の
よ
う
な

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
べ
き

か
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
自

分
自
身
の
考
え(

８
０
０
文
字
程

度
）
。

提
出
方
法
＝
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
。

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、

職
業
、
電
話
番
号
を
必
ず
記
入
し
、

直
接
（
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

５
時
15
分
ま
で
、
土
、
日
、
祝
日

を
除
く
）
ま
た
は
郵
送
で
企
画
課

（
市
役
所
３
階
、
〒
３
７
６
‐

８
５
０
１
桐
生
市
役
所
）
へ
。
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
（
43
１
０
０
１
）

ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
（kikaku@

city.kiryu.lg.jp

）
で
も
提
出
で

き
ま
す
。

提
出
期
限
＝
９
月
21
日
（
金
）
ま

で
※
消
印
有
効

②
選
考
方
法

　
提
出
さ
れ
た
論
文
を
選
考
委
員

会
で
審
査
し
、
応
募
者
の
中
か
ら

若
干
人
を
選
出
し
ま
す
。
選
考
結

果
は
、
応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま

す
。

③
審
議
会
委
員
の
委
嘱

　
選
出
さ
れ
た
人
を
桐
生
市
総
合

計
画
審
議
会
の
委
員
と
し
て
委
嘱

し
ま
す
。

任
期
＝
平
成
30
年
10
月
か
ら
平
成

31
年
９
月
ま
で
（
予
定
）

会
議
＝
２
か
月
に
１
回
程
度
、
平

日
の
昼
間
に
開
催
し
ま
す
。
１
回

に
つ
き
２
～
３
時
間
程
度
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

市
民
提
言
の
募
集

　
今
後
の
桐
生
市
の
ま
ち
づ
く
り

に
対
す
る
提
言
を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
要
件

　
市
内
に
居
住
、
ま
た
は
勤
務
・

通
学
し
て
い
る
人

▼
応
募
方
法

　
市
民
提
言
記
入
用
紙
に
記
入
し
、

直
接
（
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

５
時
15
分
ま
で
、
土
、
日
、
祝
日

を
除
く
）
ま
た
は
郵
送
で
企
画
課

（
市
役
所
３
階
、
〒
３
７
６
‐

８
５
０
１
桐
生
市
役
所
）
へ
。
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
（
43
１
０
０
１
）

ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
（kikaku@

city.kiryu.lg.jp

）
で
も
提
出
で

き
ま
す
。

　
記
入
用
紙
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
同
課
、
新
里
・
黒
保
根
支
所

市
民
生
活
課
、
各
公
民
館
に
あ
り

ま
す
。

受
付
期
間
＝
９
月
３
日
（
月
）
か

ら
10
月
５
日
（
金
）
ま
で
※
消
印

有
効

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

　
９
月
中
旬
に
、
住
民
基
本
台
帳

か
ら
無
作
為
に
選
ん
だ
２
０
０
０

人
あ
て
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
郵

送
し
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
日
々
の
生
活

の
な
か
で
感
じ
て
い
る
こ
と
や
、

地
域
に
つ
い
て
実
感
し
て
い
る
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す

の
で
、
届
い
た
人
は
、
回
答
を
記

入
の
う
え
、
期
日
ま
で
に
同
封
し

た
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。



工
事
の
進
捗
状
況

　
現
在
の
工
事
の
進
捗
状
況
は
、

本
体
工
事
で
は
、
着
水
井
と
沈ち
ん
で
ん澱

池ち

・
ろ
過
池
の
工
事
が
完
了
し
、

場
外
の
配
管
工
事
で
は
、
（
仮

称
）
梅
田
浄
水
場
か
ら
上
菱
浄
水

場
ま
で
の
送
水
管
布
設
工
事
が
完

了
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
、
場
内
の
擁
壁
工
事

と
配
管
工
事
、
桐
生
川
ダ
ム
か
ら

（
仮
称
）
梅
田
浄
水
場
へ
の
導
水

管
布
設
工
事
に
着
工
し
、
昨
年
度

か
ら
引
き
続
き
浄
水
池
の
建
設
を

進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
９
月
以

降
、
管
理
棟
と
排
水
池
・
排
泥
池

の
築
造
工
事
、
場
内
設
備
と
し
て

機
械
設
備
工
事
と
電
気
設
備
工
事

に
着
工
し
ま
す
。

第
１
期
工
事
完
成
後
の
予
定

　
第
１
期
工
事
完
成
後
は
、
そ
の

後
の
水
需
要
の
動
向
や
社
会
状
況

な
ど
を
勘
案
し
、
第
２
期
、
第
３

期
と
段
階
的
に
整
備
す
る
予
定
で

す
。

○　○　会　社

アドバルーン

壁 面 広 告
立
看
板

は
り
札 はり紙

屋 上
広 告○
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広
告
旗

巻
付
け

突
出アーチ

○ ○○
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電柱利用広告
自動車の車体利用広告

壁面広告物

広 告 
塔

広 告 板 ○
○

　屋外広告物の適正化についての意識啓発を図るため、
９月１日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」
としています。この機会に屋外広告物の安全対策や景
観との調和に努めましょう。

屋外広告物適正化旬間

新
し
い
浄
水
場
の
建
設
を
進
め
て
い
ま
す

　

梅
田
町
四
丁
目
（
旧
梅
田
清
流
広
場
）
に
、
（
仮
称
）
梅
田
浄
水
場
の
建

設
を
進
め
て
い
ま
す
。
現
在
進
め
て
い
る
第
１
期
工
事
は
、
昭
和
45
年
に
建

設
さ
れ
老
朽
化
が
著
し
い
上
菱
浄
水
場
に
代
わ
る
同
等
規
模
の
浄
水
場
を
建

設
す
る
も
の
で
、
平
成
33
年
３
月
の
完
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
水
道
局
工
務
課
浄
水
場
建
設
係
（
☎
内
線
３
３
２
）
へ
。

屋外広告物を表示する際は手続きを

　屋外広告物とは、営利、非営利を問わず、常時また
は一定の期間継続して、屋外で公衆に向けて表示され
る広告物のことです。
　屋外広告物を無秩序に表示すると、まちの景観を損
ねたり、道路交通を妨げたりすることになるため、市
では屋外広告物の種類や表示場所などによる基準を定
めています。
　屋外広告物を表示する際は、原則として市の許可が
必要になるので忘れずに申請しましょう。
　制度の概要をまとめた、「屋外広告物の手引」は、
市ホームページで閲覧できます。

定期的な安全管理を

　屋外広告物が適正に管理されていないと、老朽化に
より落下や倒壊の危険性が高まります。定期的な管理
を心掛け、適正な状態に保ちましょう。
　問い合わせは、都市計画課景観係（☎内線788）へ。屋外広告物の種類イメージ

着水井 沈
ちんでん

澱池
ち

・ろ過池
浄水池

（仮称）梅田浄水場の建設状況

管理棟建設予定地

排水池・
排泥池予定地

桐生市役所　　☎0277‐46‐11117


